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〔御用状〕  

（俊蔵様駿府城内御用首尾

よくお勤め成されるにつき）  

近世 萩原信之家文書  P0201  No.1740 

 

 これは萩原俊蔵の駿府城での仕事ぶりについて書かれた御用状です（御用状と

は、領主側と領民、役人らの間でやりとりされた公的な書状です）。 

 萩原家は佐位郡東小保方村（現・伊勢崎市東小保方町）の上層の百姓でした

が、村内にあった領主・久永氏（旗本）の陣屋で役人を勤めました。また、江戸

の久永家に用人として出仕していました。 

中でも俊蔵は、久永勝信が享和２（1802）年、駿府城番として赴任した際に駿

府（現・静岡県静岡市）と江戸で仕え、用人上席（家老）に命ぜられました

（No.82「萩原俊蔵君墓碑銘」など）。本文書でも、駿府城内での仕事ぶりのため

加増されたことが報告されています。 

 本文書の差出人である「駿府御城内 川瀬文右衛門」は、久永家の用人と推定

される役人で、萩原氏にあてた多数の文書が伝わっています。一方、本文書を受

け取った「萩原全休」に関するほかの資料は少なく、当館には下記の２点があり

ます。 

・萩原全休（重堅）68 歳が写した文化元（1804）年の「俳諧古雑書（猿蓑、冬

の日ほか）」（前橋市東大室町・中澤右吾家文書、H0-161-2 近世） 

・久永氏領の武蔵国児玉郡根木村（現・埼玉県児玉郡美里町）の「名主 十右衛

門」と思われる人物からの書状（本庄の小林氏に関する内容、No.2561） 

上記の２点や本文書の内容から、宛先の「萩原全休」は俊蔵の父親である要蔵重

堅（文化５年没）であると考えられます。 

 

 なお、久永勝信が勤めた駿府城番は、駿府城代を補佐し、副城代にあたる役職

でした。また、俊蔵の長男である要右衛門は嘉永期に、浦賀奉行・戸田伊豆守の

家来でした。萩原信之家文書からは、江戸時代後期に能力のある百姓が武家の役

人として出仕し、重用されていたことがわかります。 

☆参考文献『史料館所蔵史料目録 第 21 集 上野国東小保方村萩原家文書目録』 

 

 

 



 

 

 


